
もうすぐ
はじまるよ！

お問い合わせ先　山都町ファミリー･サポート･センター（山都町千滝２３２「千寿苑」）
　　　　　　　　TEL/FAX：0967－72－1928 
　　　　　　　　  ( 山都町地域子育て支援センター内 )

今年の１０月から

あなたにも
マイナンバーが 
通知されます。 

山都町ファミリー・サポート・センター

※マイナンバーの通知は、住民票の住所に送られます。
　住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの市町村に住民票を移してください。
　また、通知のために正確な住所やアパート名などの登録が必要になります。 
　住民票にアパート名や部屋番号などが登録されていない場合は事前に登録をお願いします。 

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の
分野で個人の情報を適切かつ効率的に
管理するために活用されます。

マイナンバー制度のお問い合わせは

※対象者は、住民票を有する全ての方 
（中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む）です。 

平日9時30分～17時30分（土日祝日・年末年始を除く）
※一部ＩＰ電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、
　０５０－３８１６－９４０５におかけください。
※ナビダイヤルは通信料がかかります。
※外国語対応は０５７０－２０－０２９１におかけください。

マイナンバー（社会保障・税番号）とは
国民一人ひとりがもつ１２桁の番号です。

公式サイト

お問合せ

検　索マイナンバー
コールセンター（全国共通ナビダイヤル）

℡ ０５７０－２０－０１７８

町お問合せ先 ℡ ７２－１１１１（総務課　総務係） マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

ファミリー･サポート･センターとは、｢子育ての手伝いをしてほしい人｣と
｢子育てのお手伝いをしたい人｣との相互援助活動を行う会員組織です。

《子育ての手伝いをしてほしい人》
山都町に在住又は、勤務している人で、生後 6ヶ月
から概ね 10 歳までの子どもの保護者
山都町に里帰り中の人

《子育てのお手伝いをしたい人》
山都町在住の方で自宅にて子育ての応援、子どもを
預かれる人
成人以上で、相互援助活動に理解と熱意がある人

《依頼も協力もできる人》

子どもを預けたい方、
預かれる方募集中！

ファミリー・
サポート・センター

協力会員
子育てのお手伝いをしたい人

依頼会員
子育てのお手伝いをしてほしい人

お預かりする前に
打ち合わせをしましょう

預かってくださる方を
紹介して下さい

○○さんを紹介します

①援助の依頼

④連絡

②協力の依頼

③回答

⑤事前打ち合わせ

⑥援助

⑦料金の支払い
( 基準額 )

利用料金

こんな時に
利用できます

平日の午前 7時～午後 7時・・・・・・・1時間 600円
土･日･祝祭日の午前 7時～午後 7時・・・1時間 700円

 残業で、子どもを保育園に迎えに行けない。
 家族や自分の病気で、子どもの世話ができない。

☆実費　　子どもの送迎等の交通費など その他、ご相談に応じます。
お気軽にご相談ください。

会員になるためには、登録が必要です。会員さんは、講習の受講をお願い致します。

依頼会員 協力会員

両方会員
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